
大都市等への権限移譲、
規模能力の不均質化について

資料８ 



【指定都市、中核市が処理する事務】 
○都市計画等に関する事務 
 ・屋外広告物の条例による設置制限 

○環境保全に関する事務 
 ・一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理 

  施設の設置の許可 

 ・ばい煙発生施設の設置の届出の受理 

○福祉に関する事務 
 ・保育所の設置の認可・監督 

 ・特別養護老人ホームの設置の認可・監督 

 ・介護サービス事業者の指定 

【指定都市が処理する事務】 
○都市計画等に関する事務 
 ・指定区間外の国道、県道の管理 
 ・指定区間の一級河川（一部）、 

  二級河川（一部）の管理 

○福祉に関する事務 
 ・児童相談所の設置 

○教育に関する事務 
 ・県費負担教職員の任免、給与の決定 

【指定都市、中核市、施行時特例市が処理する事務】 
○都市計画等に関する事務 
 ・市街化区域又は市街化調整区域 
  内の開発行為の許可 

 ・土地区画整理組合の設立の認可  

○教育に関する事務 
 ・県費負担教職員の研修 

○保健衛生に関する事務 
 ・保健所の設置 

 ・飲食店営業等の許可 

 ・旅館業・公衆浴場の経営許可 

○環境保全に関する事務 
 ・一般粉じん発生施設の設置の届出の受理 
 ・汚水又は廃液を排出する特定施設 

  の設置の届出の受理 

○その他 
 ・計量法に基づく勧告、定期検査 

指定都市 施行時特例市 市町村 中核市 

都
道
府
県
の
事
務 

○都道府県→指定都市 
 ・市立小中学校等の学級編制基準の決定 
 ・病院の開設許可 等 

地方分権改革 

○都道府県→市町村 
 ・用途地域に関する都市計画の決定等 
 ・農地等の権利移動の許可等 
 ・障害児に係る日常生活用具の給付 
 ・未熟児の訪問指導等 

※指定都市の区域においても都道府県が処理する主な事務 

 ・指定区間の一級河川（一部を除く）、二級河川（一部を除く）の管理    

 ・警察（犯罪捜査、運転免許等）   

【全ての市町村が処理する事務】 
○都市計画等に関する事務 
 ・上下水道の整備・管理運営 

 ・市町村道、橋梁の建設・管理 

 ・準用河川の管理 

○環境保全に関する事務 
 ・一般廃棄物の収集や処理 
 

○保健衛生に関する事務 
 ・市町村保健センターの設置 

 ・健康増進事業の実施 

 ・定期の予防接種の実施 

○その他 
 ・消防・救急活動 

 ・災害の予防・警戒・防除等 

 ・戸籍・住基 

○福祉に関する事務 
 ・保育所の設置・運営 
 ・障害者自立支援給付 
 ・介護保険事業 
 ・国民健康保険事業 

地方分権改革 

○ 戦後、指定都市、中核市、特例市制度の創設や、地方分権改革等により、大都市等に対
する権限移譲が進展。 

（昭和31年～） 
（平成12年～ 
平成27年） （平成７年～） 

大都市等に対する権限移譲の沿革 

（平成12年～） 
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（出典）総務省「平成27年国勢調査」 

  
    

     
     
     
     
     

     
   

   
   

     

     
   

   
     
     

     
   

   
     
     
     

     
   

   

 

○ 指定都市を有する都道府県においては、人口の多くが当該指定都市に集中。 

  例：神奈川県（64.9％）、京都府（56.5％）、福岡県（49.0％） 等 
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都道府県における指定都市・特別区への人口の集中状況 
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○ 平成の合併の進展の状況は、都道府県によって大きな差が見られる。合併が大きく進んだ
地域として広島県（▲73.3％）、新潟県（▲72.3％）、愛媛県（▲71.4％）等がある一方で、
大都市部や北海道（▲15.1％）、奈良県（▲17.0％）、山形県（▲20.5％）等、合併の進捗
率が低い地域も存在する。 

市町村合併の進展状況 
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条例による事務処理特例による権限移譲の状況 

○ 各都道府県において条例による事務処理の特例を活用し、事務が市町村に移譲されている
（全都道府県の平均で57法律に係る事務）。そのうち、最も多かった静岡県においては120
法律、最も少なかった京都府においては17法律で、都道府県ごとにばらつきが見られる（平
成25年３月末時点）。 

■平成25年３月末時点における条例による事務処理の特例により 
 市町村に移譲されている事務に係る法律数（都道府県別） 
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○ 広島県においては、指定都市等（指定都市１、中核市２）が存在するとともに、市町村合
併が進展し（平成の合併における市町村の減少率73.3％）、市町村が処理する事務の領域
が大きい。 

人口 

事務量 【イメージ図】 

警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、 
身体障害者手帳交付 等 

市町村数：23 
 人口 ：284万人（H27国調） 
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■県と市の一般行政職員数 

市町村数：23 
 人口 ：284万人（H27国調） 

人数 
（H27.4.1） 比率 

都道府県 4,333 21.9% 

市町村 15,492 78.1% 

合計 19,825 100.0% 
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①市町村合併や権限移譲が大きく進展した都道府県内の市町村の事務処理の状況（広島県） 



市町村数：33
人口 ：913万人（H27国調）

②多くの大都市等を包含する都道府県内の市町村の事務処理の状況（神奈川県）

○ 神奈川県においては、市町村合併の進捗率は低いものの（平成の合併における市町
村の減少率10.8％）、指定都市等（指定都市３、中核市１、施行時特例市５）が多く
存在するとともに、市町村が処理する事務の領域が大きい。

事務量 【イメージ図】

■県と市の一般行政職員数

警察、精神科病院の設置 等

児童相談所の設置、
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保健所の設置 等
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※ただし、地域保健法施行令の規定により、
藤沢市（一般市）は保健所を設置。
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人数
（H27.4.1） 比率

都道府県 7,132 15.4%

市町村 39,080 84.6%

合計 46,212 100.0%
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③小規模市町村が多く残る都道府県内の市町村の事務処理の状況（秋田県） 

人口 

事務量 
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（
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市
） 一般市 

町村 

【イメージ図】 

警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：34 
 人口 ：73万人（H27国調） 
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警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：25 
 人口 ：102万人（H27国調） 

■県と市の一般行政職員数 

人数 
（H27.4.1） 比率 

都道府県 3,344 32.0% 

市町村 7,118 68.0% 

合計 10,462 100.0% 

7 

○ 秋田県、奈良県、鳥取県、高知県においては、小規模な市町村が多く残っており、市町村
が処理する事務の領域が小さい。 

○ このように、各都道府県における市町村の規模能力については、拡大し不均一化が進んで
いる団体と、比較的均質な団体がそれぞれ存在しており、こうした状況に応じて都道府県
の果たしうる役割・事務の範囲に差異が生じているのではないか。 
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【イメージ図】 

警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：34 
 人口 ：73万人（H27国調） 

中
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警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：39 
 人口 ：136万人（H27国調） 

■県と市の一般行政職員数 

人数 
（H27.4.1） 比率 

都道府県 3,069 27.4% 

市町村 8,122 72.6% 

合計 11,191 100.0% 
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③小規模市町村が多く残る都道府県内の市町村の事務処理の状況（奈良県） 
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【イメージ図】 

警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：34 
 人口 ：73万人（H27国調） 

特
例
市
（
鳥
取
市
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一般市 
町村 

警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：19 
 人口 ：57万人（H27国調） 

人数 
（H27.4.1） 比率 

都道府県 2,964 42.2% 

市町村 4,065 57.8% 

合計 7,029 100.0% 

■県と市の一般行政職員数 
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③小規模市町村が多く残る都道府県内の市町村の事務処理の状況（鳥取県） 
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【イメージ図】 

警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：34 
 人口 ：73万人（H27国調） 

中
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（
高
知
市
） 
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警察、精神科病院の設置 等 

児童相談所の設置、県費負担教職員の任免 等 

保健所の設置、身体障害者手帳交付 等 

市町村数：34 
 人口 ：73万人（H27国調） 

■県と市の一般行政職員数 
人数 

（H27.4.1） 比率 

都道府県 3,388 36.3% 

市町村 5,939 63.7% 

合計 9,327 100.0% 
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③小規模市町村が多く残る都道府県内の市町村の事務処理の状況（高知県） 



○ 神奈川県においては、鎌倉保健福祉事務所の管轄区域内である三浦市が、横須賀市（中核
市）の管轄区域により飛び地となっている。 

飛び地 

鎌倉福祉 
保健事務所 

横須賀市 
保健所 

神奈川県における保健所の管轄区域 
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○ 鳥取県においては、指定都市、中核市がなく、保健所の管轄区域に飛び地は発生していな
い。 

鳥取県における保健所の管轄区域 
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